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本冊の監修と原稿執筆にあたり、中島聡美さん（国立精神・神経センター精神保健
研究所 成人精神保健室長）に多大なご協力をいただきました。また、遠藤みち恵さん
（フェミニストカウンセリング“なかま”）、田辺博史さん（青山学院高校）、野坂祐子
さん（武蔵野大学心理臨床センター）、番敦子さん（弁護士）には、貴重なご助言をい
ただきました。紙面を借りて御礼申し上げます。
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WHO（世界保健機関）は、暴力と健康に関する報告書の中で、性暴力のことを、「強制的で
あったり、暴力や傷つけるという脅かしを用いて行なわれる性行動のすべてであり、望まない
性的コメントや接近、人を売買する行為も含まれる。被害者との関係や状況（自宅か職場かな
ど）を問わない」と、定義しています。
性暴力被害にはレイプ（強姦）、レイプ未遂、性的虐待、強制わいせつ、性的搾取など多く

のことが含まれます。この冊子で扱うテーマはこれらすべての性暴力被害に関する二次被害に
ついて考慮していますが、今回は「レイプ」の被害にしぼって取り上げました。
日本の刑法上の「レイプ」の定義では、レイプの本質をとらえることは難しいです（注）。

しかしこの冊子ではWHOの性被害の定義にそって、レイプを、「強制的であったり、暴力や傷
つけるという脅かしを用いて行なわれる性行為であり、被害者との関係や状況（家か職場かな
ど）を問わない」と考えたいと思います。
この定義を前提にレイプ問題を考えるのは、非常に重要なことです。レイプは、互いの同意

があったようにみえても、実は加害者が「写真をばらまくぞ」、「職場をやめさせるぞ」などと
被害者を脅していることがあります。また、犯罪としては成立しにくい、恋人からのレイプ
「デートレイプ」や、夫婦間レイプもこの問題に含めたいと思います。
相手が誰であれ、本人の意思に反して強制的に行なわれる性行為はレイプであり、被害者が

受けるダメージは何ら変わることはないからです。

二次被害とは何か、
考えてみましょう

「二次被害」とは、犯人・加害者からではなく、被害者が被害
の後に、周囲のさまざまな人の言動によってさらに傷つけられる
状態をさしています。
具体的にはどのような言葉が、レイプ被害者に二次被害を与え

てしまうのでしょうか。事例をもとに考えてみましょう。

A子さんはひとり暮らしをしています。勤め先の会社で飲み会があり、

深夜１時過ぎに自宅の最寄り駅で下車しました。自宅マンションまで15

分ほどの暗い道をひとりで歩いていたところ、後ろから近寄ってきた見知

らぬ男性に羽交い絞めにされ、空き地へ連れ込まれました。ナイフを突き

つけられて、騒いだら殺すと脅され、被害にあいました。

その後A子さんは何とか部屋にたどり着きましたが、極度の恐怖心から

頭が混乱し、しばらくの間はどうすることもできませんでした。誰かに知

られるのがいやで、警察にも通報しませんでした。恋人に電話して相談し

たところ、警察に届けたほうがいいと言われ、恋人に付き添われて翌日に

被害届を出しました。

ひとりでいることが不安でたまらず、A子さんは退職し、実家へ戻りま

した。その後加害者は逮捕され、現在公判中です。

レイプ被害の実態

日本では、レイプ（強姦）は、刑法177条で以下のように定義されています。「強姦：暴行または、脅迫を
用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪として2年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女を姦
淫した者も、また同じである。」この定義では、まず男性はレイプの被害者とはなりません。また、「暴行
または、脅迫を用いて」という部分では、被害者が恐怖で固まってはっきりした抵抗をしない場合などに、
被害者は合意の上であったと加害者側より言われると、犯罪として立証することが難しいということもあ
ります。また、実際に恋人や配偶者からのレイプは強姦罪として成立しにくいのが実情です。刑法の定義
は、”被害者の意思に反して”という被害者にとって重要な定義を反映しているとは言いがたいものです。
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被害者のそばにいる家族や恋人、犯罪を扱う警察や裁判所など公的機関に
勤務する人たち、事件のあとに被害者に接し言葉を交わす人は大勢います。
これらの人々の発言のうち、被害者をさらに傷つけて「二次被害」を与え

かねない言葉はあるでしょうか？　「これなら言っても大丈夫」と思える言
葉はあるでしょうか？　あなたはどう思いますか？

・このあとのページを読んでください。被害者
の心理状態を知る手助けとなります。

・どうすれば被害者への二次被害を防ぐことで
きるのか、p17以降にヒントがあります。

レイプが被害者にあたえる影響

レイプは、被害者に大変深刻な精神的反応を引き起こすことがわ

かっています。被害に直面したときに、被害者は「殺されるのでは

ないか」、「ひどい目にあわされる」という強い恐怖を感じます。頭

の中が真っ白になってどうしていいのかわからず、凍りついたよう

になってしまいます。

そういう経験をした人は、事件後数週間、数ヵ月の間、さまざま

な精神的反応を引き起こすことがあります。自分がおかしくなって

しまったのではないかと不安になる人もいます。しかし、あまりに

もひどい出来事に遭遇すると、このような反応が起こるのは人間と

して自然なことなのです。

このグラフを見ると、レイプ被害者の多くが、「不眠」や「精神
的不安定」を訴えていることがわかります。

65

「（泣きながら）だからひとり
暮らしは危ないって、あれほど
言ったのに」

「そうやっていつも親のいうことを
聞かないで我を通すから、こういうこと
になるのよ」

「このことは絶対に誰にも言わず、黙っ
ていましょうね」

「帰りの遅い日が続いて、いつかこうい
うことになるんではと、心配していたん
だよ」

（妻に向かって）「おまえのしつけがなっ
ていないから、こんな後ろ指を指される
ような羽目になるんだ」

「何で抵抗できなかったんだよ」

「ああ、おれさえそばにいたなら」

「犯人をぶっ殺してやる！」

「キミは落ち込んでばかりいるし、おれ
にどうしろと言うんだ。もうキミを支え
きれないよ」

「キミは美人だからさ。ブスだったら襲
ってももらえないぜ」

「よくあることだから、忘れたほうがい
いよ」

「命が助かっただけほんとによかった、
不幸中の幸いよ」

「こんなことされて、絶対に泣き寝入り
しちゃだめだよ！」

「犬に噛まれたと思って忘れなさいよ」

「もっと早く通報してくださら
ないと。犯人逮捕は時間との勝
負なんですよ」

「若い女性が深夜にひとりで帰宅する
なんて、自分から事件を招いているよ
うなものですよ」

（被害者の調書をとる時に）「もっと詳
しく説明してくれなくちゃ、話になり
ませんよ」

「加害者を罰したいでしょう。だった
ら証人として協力するのが当たり前で
すよ」

「目立った怪我はないし、この程度で
すんでよかったですね」

「幸か不幸か、性行為は初めてではな
かったんだから、あまり気に病まない
で」

「以前から、けっこう男関係が派
手なお嬢さんだったわよね」

「親が親だから」

「いつもあんな目立つ格好してい
たんじゃね」

「あの子、ヤラれちゃったんだって」

「スキがありそうな子だもんね」

（上司や教師が）「やっかいな問題起
こされちゃ困るんだよ」

公的機関や被害者を取り巻く環境での発言例身近な人からの発言例




